
 

さいたま市浦和区告示第１号 

住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、住民票を職権

で消除したので、同条第４項の規定によりこれを公示する。 

令和８年３月１３日 

さいたま市浦和区長 原田 冬彦 

 

 

１ 該当者 

・ 次の表のとおり 

住民票上の氏名 住民票上の住所 処理年月日 

湯前 博 
さいたま市浦和区上木崎２丁目 

１４番３－３０１号 
令和８年３月１３日 

ＳＡＰＫＯＴＡ 

ＮＡＢＡＲＡＪ 

さいたま市浦和区北浦和２丁目 

１１番７－４１０号 
令和８年３月１３日 

皆川 大輔 

さいたま市浦和区本太５丁目 

４番１１号  

エルパンセ浦和２０３号 

令和８年３月１３日 

鐙谷 宗純 
さいたま市浦和区岸町７丁目 

１２番１９号 
令和８年３月１３日 

池田 邦夫 

さいたま市浦和区領家７丁目 

１９番４号 

（有）大谷建設内 

令和８年３月１３日 

 

 

２ 連絡先 

（１） 担当 さいたま市浦和区役所区民生活部区民課 

（２） 電話 ０４８（８２９）６０６９ 

FAX ０４８（８２９）６２３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


